
 
支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

７８４ がん化学療法施行日（終了日）と同日のペグフィルグラスチム（遺伝

子組換え）の算定について 

 

《令和８年１月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

がん化学療法施行日（終了日）と同日のペグフィルグラスチム（遺伝子組換

え）（ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド）の算定は、原則として認めら

れる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッドについては、添付文書の用法及び

用量に「通常、成人にはがん化学療法剤投与終了後の翌日以降、ペグフィルグ

ラスチム（遺伝子組換え）として、3.6mg を化学療法１サイクルあたり１回皮

下投与する。」と記載されている。ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド

は、タイマーを備えた体に装着するタイプの医薬品自動投与デバイスであり、

デバイス起動の約 27 時間後に自動的に薬液が皮下投与される仕組みとなって

いるため、化学療法施行と同日の算定であっても翌日以降に皮下投与される

こととなる。 

  以上のことから、がん化学療法施行日（終了日）と同日のペグフィルグラス

チム（遺伝子組換え）（ジーラスタ皮下注 3.6mg ボディーポッド）の算定は、

原則として認められると判断した。 
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